
★　

広
島
県
立
総
合
技
術
研
究
所
技
術
現
地
指
導
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
九
十
号
）
（
研

究
開
発
推
進
室
）

　

一　

改
正
の
要
旨

　
　
　

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
用
語
の
整
理
を
行
っ
た
。

　

二　

施
行
期
日

　
　
　

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
及
び
特
別
職
の
職
員
等
の
給
与
、
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
広
島
県
条
例
第
四
十
五
号
）
の
施
行
の
日



★　

広
島
県
県
営
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
九
十
一
号
）
（
住
宅
室
）

　

一　

改
正
の
要
旨

　
　
　

広
島
県
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
子
育
て
に
適
す
る
と
認
め
る
県
営
住

宅
に
期
限
付
き
入
居
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
な
ど
に
伴
う
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。

　

二　

施
行
期
日

　
　
　

平
成
十
九
年
十
月
十
一
日


